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事
）
が
生
産
で
き
る
か
ど
う
か
も
調
査
さ
れ
た
。
日

本
書
記
に
よ
る
と
、
第
十
一
代
垂
仁
天
皇
二
十
六
年

（
紀
元
前
四
年
）
九
月
十
七
日
に
内
宮
が
鎮
座
。
以

来
、
神
宮
で
は
天
皇
に
代
わ
っ
て
国
の
安
泰
と
五
穀

豊
穣
、
国
家
の
繁
栄
、
国
民
の
幸
せ
が
祈
り
続
け
ら

れ
て
い
る
。

　
内
宮
鎮
座
か
ら
お
よ
そ
五
百
年
後
、
第
二
十
一
代

雄
略
天
皇
の
即
位
二
十
二
年
（
四
七
八
年
）
に
天
照

大
神
の
御
饌
都
神
で
あ
る
豊
受
大
神
（
お
食
事
を
司

る
神
）
を
お
祀
り
す
る
外
宮
が
鎮
座
。
以
降
、
日
毎

朝
夕
大
御
饌
祭
と
い
う
天
照
大
神
に
神
饌
を
お
祀
り

す
る
祭
祀
が
毎
日
朝
夕
行
な
わ
れ
、
千
五
百
年
間
欠

か
す
こ
と
な
く
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
は

禰
宜
が
祝
詞
を
奏
上
し
、
天
皇
に
代
わ
っ
て
皇
室
の

安
泰
・
国
民
の
幸
福
を
祈
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天

武
天
皇
の
御
発
意
に
よ
り
始
ま
っ
た
式
年
遷
宮
（
二

十
年
に
一
度
社
殿
と
神
宝
を
新
調
し
て
天
照
大
神
に

新
し
い
社
殿
へ
お
遷
り
願
う
神
宮
最
大
の
神
事
）
で

も
、
国
家
と
国
民
の
平
安
を
お
祈
り
さ
れ
て
い
る
。

室
町
時
代
に
一
時
中
断
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、

「
神
々
に
は
常
に
美
し
く
瑞
々
し
い
御
殿
に
お
鎮
ま
り

頂
き
た
い
」
と
い
う
古
代
の
人
々
の
想
い
が
受
け
継

が
れ
再
開
。
千
三
百
年
に
わ
た
り
継
続
さ
れ
、
平
成

二
十
五
年
（
二
〇
一
三
年
）
で
六
十
二
回
を
数
え
た
。

　
明
治
時
代
で
は
、
明
治
天
皇
が
初
め
て
神
宮
へ
足

を
運
び
、
御
製
も
お
詠
み
に
な
ら
れ
て
い
る
。「
と

こ
し
へ
に
民
や
す
か
れ
と
祈
る
な
る
　
わ
が
よ
を
守

れ
伊
勢
の
大
神
」
こ
れ
は
、「
ど
う
か
我
が
世
を
守

り
た
ま
へ
。
天
照
大
神
よ
。」
と
、
永
遠
に
国
民
が

安
ら
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
祈
ら
れ
た
御
製
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
皇
の
国
民
を
想
う
お
気
持
ち
が
長

い
歴
史
の
中
で
受
け
継
が
れ
現
在
の
神
宮
が
存
在
し

て
い
る
。

二
．
国
民
の
支
え
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
祭
祀

　
国
民
の
幸
せ
を
願
っ
て
行
わ
れ
る
「
日
毎
朝
夕
大

御
饌
祭
」
や
「
式
年
遷
宮
」
等
の
祭
祀
は
国
民
の
支

くにまもりの提言

　
皆
さ
ん
は
お
伊
勢
参
り
を
し
た
こ
と
は
あ
る
だ
ろ

う
か
。
伊
勢
神
宮
（
正
式
名
所
は
“
神
宮
”）
は
、

内
宮
（
皇
大
神
宮
）
と
、
外
宮
（
豊
受
大
神
宮
）
の

両
正
宮
を
は
じ
め
、
十
四
あ
る
別
宮
、
四
十
三
の
摂

社
、
二
十
四
の
末
社
、
四
十
二
の
所
管
社
の
計
百
二

十
五
の
神
社
の
集
合
体
を
指
す
。「
一
生
に
一
度
は

行
っ
て
み
た
い
」
が
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
な
っ
て

お
り
、
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
年
）
に
執
り
行

わ
れ
た
式
年
遷
宮
で
は
、
内
宮
・
外
宮
合
わ
せ
て
千

四
百
二
十
万
四
千
八
百
十
六
名
も
の
国
民
が
参
拝
し

た
。
こ
の
よ
う
に
国
民
が
集
ま
る
所
以
は
何
か
。
神

宮
に
込
め
ら
れ
た
天
皇
の
想
い
と
神
宮
を
支
え
続
け

た
国
民
の
歴
史
を
見
て
い
く
。

一
．
歴
代
の
天
皇
の
想
い
が 

　
　
　
　
　
　
　
受
け
継
が
れ
る
神
宮

　
内
宮
の
御
祭
神
で
あ
る
天
照
大
神
は
皇
室
の
祖
先

神
で
あ
り
、
元
々
宮
中
に
て
お
祀
り
さ
れ
て
い
た
。

第
十
代
崇
神
天
皇
の
代
に
日
本
で
は
疫
病
が
流
行
し
、

多
く
の
国
民
が
亡
く
な
っ
た
り
、
流
民
が
増
え
食
糧

が
不
足
し
た
り
と
国
難
に
あ
う
。
こ
の
国
難
を
乗
り

越
え
る
た
め
に
更
に
良
い
土
地
で
天
照
大
神
を
お
祀

り
し
よ
う
と
考
え
た
こ
と
が
、
現
在
の
伊
勢
の
地
へ

の
鎮
座
に
繋
が
っ
て
い
る
。
鎮
座
に
あ
た
っ
て
は
、

伊
勢
の
地
が
天
照
大
神
に
お
供
え
す
る
御
料
（
器
物

や
供
物
な
ど
）
や
神
饌
（
神
様
に
お
供
え
す
る
食

◎
く
に
ま
も
り
の
提
言
◎�

守
り
守
ら
れ
た
神
宮
と
の
絆

植う
え

中な
か

　
真ま

結ゆ

　

（
し
が
く
総
合
研
究
所
）
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え
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
き
た
。

　
ま
ず
、
日
毎
朝
夕
大
御
饌
祭
で
は
、
現
在
、
御
飯

三
盛
・
塩
・
水
・
鰹
節
・
魚
・
海
藻
・
季
節
の
野
菜

と
果
物
・
御
酒
三
献
に
箸
を
添
え
て
毎
度
お
祀
り
さ

れ
て
い
る
。
神
宮
新
田
で
は
十
数
種
類
の
御
料
米
、

神
宮
御
園
で
は
五
十
数
種
類
の
野
菜
や
果
物
が
育
て

ら
れ
、
祀
ら
れ
る
野
菜
や
果
物
・
魚
な
ど
は
、
盛
り

付
け
ら
れ
る
土
器
の
大
き
さ
に
ぴ
っ
た
り
合
っ
た
も

の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
神
饌
は
、
す
べ
て

伊
勢
の
地
で
国
民
に
よ
っ
て
自
給
自
足
で
賄
わ
れ
て

い
る
。
平
安
時
代
の
『
儀
式
帳
』
に
よ
る
と
「
水
・

飯
・
塩
」
を
主
に
し
、
調
達
出
来
た
日
や
ハ
レ
の
日

に
魚
介
類
や
野
菜
な
ど
を
お
供
え
し
て
い
た
。
こ
こ

で
使
わ
れ
る
水
は
、
外
宮
神
域
内
に
あ
る
上
御
井
神

社
の
井
戸
水
（
神
話
で
語
ら
れ
て
い
る
高
天
原
に
あ

る
天
の
忍
穂
井
の
水
が
移
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い

る
）
を
毎
日
汲
み
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
調
理
火
は
、

舞
鑚
式
と
い
う
古
来
の
発
火
方
法
で
熾
さ
れ
る
。
調

理
は
一
時
間
半
。
一
回
の
お
祭
り
に
か
か
る
時
間
は

四
十
分
。
そ
れ
が
朝
夕
二
回
行
わ
れ
る
た
め
、
毎
日

四
時
間
以
上
か
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
塩

の
製
造
で
は
、
五
十
鈴
川
の
河
口
近
く
二
見
浦
（
内

宮
鎮
座
時
に
倭
姫
命
が
お
定
め
に
な
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
）
と
い
う
特
定
の
場
所
か
つ
七
月
土
用
の
頃

の
炎
天
下
に
あ
る
濃
度
の
高
い
海
水
を
汲
み
あ
げ
作

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
工
程
が
現
在
も
変
わ
る

こ
と
な
く
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
式
年
遷
宮
で
は
、
遷
宮
の
八
年
前
に
天
皇

の
御
治
定
に
よ
っ
て
準
備
が
開
始
さ
れ
る
。
神
殿
造

営
に
使
用
さ
れ
る
萱
は
二
万
三
千
束
（
約
五
八
〇
ト

ン
／
一
束
二
五
キ
ロ
）、
檜
は
約
一
万
三
千
本
（
直

径
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
樹
齢
二
百
年
以
上
。

特
に
、
正
殿
の
柱
は
樹
齢
三
百
年
以
上
が
基
準
）
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
三
百
年
前
の
国
民
が
三
百
年
後
の

私
た
ち
の
こ
と
を
想
っ
て
遷
宮
資
材
の
準
備
を
し
て

く
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
で
も
毎
年

四
月
に
神
宮
宮
域
林
に
檜
の
苗
木
が
約
五
百
本
植
え

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
殿
に
収
め
る
絹
や
麻
、
か

ら
む
し
な
ど
で
作
ら
れ
た
御
装
束
は
五
百
二
十
五
種

千
八
十
五
点
。
金
や
銅
や
宝
石
類
を
精
巧
に
細
工
し

た
装
飾
武
具
や
馬
具
や
楽
器
、
硯
な
ど
の
文
具
、
脇

息
な
ど
の
調
度
品
を
含
め
た
神
宝
は
合
計
百
八
十
九

種
四
百
九
十
一
点
。
合
計
七
百
十
四
種
千
五
百
七
十

六
点
が
新
調
さ
れ
る
。
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
経
費

は
お
よ
そ
五
百
七
十
億
円
。
内
、
半
分
以
上
は
国
民

か
ら
の
寄
付
金
で
賄
わ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
神
宮
祭
祀
に
は
、
自
給
自
足
と
い

う
並
大
抵
で
は
で
き
な
い
努
力
か
つ
膨
大
な
資
材
や

資
金
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
現
状
に
対
し
て
、
長
い

歴
史
の
中
で
は
社
殿
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
固
め
に
し
て

数
百
年
も
つ
よ
う
に
す
る
と
い
っ
た
案
や
、
祭
祀
を

簡
略
化
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
囁
か
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
神
宮
鎮
座
時
か

ら
今
日
ま
で
引
き
継
が
れ
て
き
た
天
皇
の
想
い
で
あ

る
。
国
民
が
苦
し
い
時
、「
ど
う
か
国
民
を
お
守
り

く
だ
さ
い
」
と
私
た
ち
の
幸
せ
を
願
わ
れ
た
天
皇
の

お
気
持
ち
が
現
在
の
神
宮
の
形
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

国
民
を
大
御
宝
と
想
い
、
常
に
心
を
寄
せ
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
天
皇
陛
下
。
そ
の
よ
う
な
国
家
元
首
を
戴

い
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
先

人
た
ち
は
、
こ
の
神
宮
の
形
を
守
り
続
け
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
美
し
い
伝
統

技
術
が
神
宮
祭
祀
を
通
し
て
現
在
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
二
十
年
後
、
数
百
年
後
の
日
本
の

た
め
に
と
日
本
の
未
来
を
考
え
て
行
動
す
る
国
民
性

も
養
わ
れ
て
き
た
。
二
十
年
経
っ
た
社
殿
で
使
用
し

た
資
材
は
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
物
を
大

切
に
す
る
心
も
育
ま
れ
て
き
た
。
天
皇
が
国
民
の
た

め
に
願
わ
れ
始
ま
っ
た
神
宮
の
祀
り
の
形
は
、
ま
さ

に
国
家
の
繁
栄
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
一
生
に
一
度
は
行
っ
て
み
た
い
」
そ
う
言
わ
れ
る

所
以
は
、
長
い
歴
史
の
中
で
紡
い
で
き
た
天
皇
の
想

い
と
国
民
の
想
い
が
共
鳴
し
あ
っ
て
神
宮
が
存
在
し

て
い
る
か
ら
だ
と
感
じ
る
。
歴
代
の
天
皇
と
先
人
た

ち
が
築
き
上
げ
て
き
た
絆
を
後
世
へ
受
け
継
い
で
い

き
た
い
。

くにまもりの提言


